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成果志向の道路行政を着実に浸透させるためには、本省、整備局、事務所各々

の役割を踏まえつつ、「成果を意識した道路行政マネジメントへの転換」を目指

し、互いに連携して積極的に実践することが重要である。 
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図１ 成果志向の道路行政マネジメント・業務運営 

　　　【今後の取り組み】　現場レベル

　　　　　　・向上させるアウトカムを意識

　　　　　　・具体的な対策箇所の抽出

　　　　　　・現場レベルから政策レベルへのフィードバック　　　

　　⇒　成果を意識した現場での応用や実践が今後の課題

　　　【これまでの取り組み】　政策レベル

　　　　　　・１７指標の設定

　　　　　　・業績計画書・達成度報告書の公表

　　　　　　・制度や予算要求への反映　　　　　　　　　等

 

（１）成果志向の道路行政マネジメント・業務運営へ 

① 成果志向の道路行政マネジメントは、事業による成果を上げ、その結果を外部に対

して説明できるようにすることが目的である。マネジメントをスタートするにあた

って、１７指標の設定、業績計画書・達成度報告書の公表、制度や予算要求への反

映など、政策レベルでの取り組みを行ってきた。これからは、事業実施において死

傷事故率や渋滞損失などを下げるといった、成果を意識した現場レベルでの実践が

重要である。 

 

② 現場においては、目標とする成果（アウトカム）を向上させる方法が分かりにくい

との意見が多い。そのため、自らが制御でき、かつ事業実施の実感を得られる整備

量（アウトプット）に着目した実践的な方法も大切である。但し、向上させるアウ

トカムを意識しながら、それを実現するためのアウトプットを見つけ、具体的な対

策箇所を抽出することが「実践」における課題である。 

 

③  「実践」にあたっては、本省－整備局－事務所等が一体となり、また地方自治体

と連携し、自らの改善点や工夫に気付く「考える組織」となって問題解決にあたる

ことが重要となってくる。そのために、本省から現場までが、死傷事故率や渋滞損

失などを活用した標準的なプロ

セスにより問題意識を共有し、課

題の高い箇所の抽出や施策の効

果を把握する。また、現場では地

域の実情に応じた工夫を取り入

れ、地域住民の理解と共感を得る

「実践」を図ることが必要である。 

１．ガイダンスの位置づけ 
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交通安全を例にすると、各組織は事故率曲線を用いて課題の大きい箇所を抽出す

るという標準的なプロセスにより問題意識を共有し、各々がその問題意識を前提と

しつつ工夫して行政判断や業務を実施していくことになる。 

事務所においては、事務所管内の課題の高い箇所を認識し、個別箇所のモニタリ

ング、対策に関する詳細な分析、対策のコストなどを踏まえ、対策を実施すべき箇

所を抽出し、具体的な対策を立案・実施する。あるいは、道路パトロールの際に、

交通安全の観点から、優先度明示方式により抽出された死傷事故率の高い区間を重

点的にパトロールする。目標とするアウトカムを得るため何に取り組むべきか、実

際の現場で考え、実践することが重要である。 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 組織間の連携のイメージ 

箇所選定 データ・指標対策

現場状況に即
した工夫・判断
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（２）道路行政マネジメントガイダンスの役割 

このような背景から、道路局では、全国各地の事業展開・管理の実情を把握し、

アウトカムを達成するためにどのような施策・事業をとればいいかなどの行政判断

等を支援する仕組みを企画するとともに、参考となる好事例をまとめた。 

これまでは、現場職員の経験等をもとに個別の事業を実施してきたが、本ガイダ

ンスでは、より客観的・効率的な「行政判断」の方法を示すこと、つまりアウトカ

ムと事業実施の間の「つなぎ」について解説することを目的とする。例えば、事業

実施の際にはまず、全国または地域毎にどれだけ渋滞があるかを把握して事業箇所

を明確にすることが求められる。その際に、アウトカムを達成するために、優先順

位を誤らずに事業箇所を抽出する手法、及び具体的な事例を明らかにすることが「道

路行政マネジメントガイダンス」の役割である。 

なお、本ガイダンスはアウトカムと事業実施間のつなぎではあるが、自動的に予

算付けを意味するものではない。 

また、事業箇所を抽出した上で、事業のコストも勘案しつつ、効率的に事業を実

施していくことも重要な課題であるが、具体的な対策立案にあたっての考え方や事

例については、本ガイダンスでは扱わず、他のマニュアル等にゆずることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 地域・整備局レベルの道路行政マネジメントの流れ

現状分析

↓

目標とする成果

資源配分等

（インプット）

事業箇所
の抽出

直接的な成果

（アウトプット）

効率的・効果的
な運営

得られた成果

（アウトカム）

（事業効果の確認）

フィードバック・反映
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（１）客観的なデータに基づく仕組みの導入 

 課題を明らかにし、反省を改善につなげることにポイントを置いて分析を行うため

に、次の客観的なデータに基づく仕組みを導入する。 

 

①課題の多い区間の抽出方式の導入（優先度明示方式） 

z 効果的・効率的に事業を進めるため、対策の必要性を示す客観的データ（死傷

事故率、渋滞損失時間など）を、課題の高い順に並べて優先的に対策すべき箇

所を明示する「優先度明示方式」を導入する。 

 

優先度明示方式を適用する「交通安全」や「渋滞」分野では、目標とする成果を

達成するためには、課題の高い事業箇所を抽出し、かつ地域の実情を把握して事業

箇所を選定することが必要。 

 

②道路行政運営への競争原理の導入（ベンチマーキング方式） 

z 道路管理や国民への情報開示などの日常的な取り組みについては、競争原理を

導入する。 

z 事務所別などの達成度を公表する「ベンチマーキング方式」を導入することに

より、良好な成果をあげている他主体の取り組みを学び、自らの改善点や工夫

に気付く、より自発的な行政運営を促進する。 

 

ベンチマーキング方式を適用する「路上工事時間」や「コミュニケーション」

分野では、絶対的な目標は明確でないため、自分のポジションを確認した上で、

他のいい取り組みを学習して、自らの取り組みに反映させることが必要。 

２．道路行政マネジメントの実践に向けた取組み 
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（２）情報共有・蓄積の仕組みづくりへ 

成果志向の道路行政マネジメントを目指し、本省と整備局、事務所など地域レベ

ルにおいて様々な取り組みを行っている。 

・実施計画ヒアリング（マネジメント編）等 

・各地での様々な工夫（渋滞、交通安全などの課題解決、住民への広報など） 

・好事例（冊子、イントラネット上での広報事例など） 

・地域版の達成度報告書・業績計画書の策定（地域の状況に応じて柔軟に対応） 

 

ガイダンスそのものを、イントラネットを用いて共有する仕組みづくりも実施す

る。その目的は以下の通りである。 

・ガイダンスを常に見ることができる 

・好事例をできるだけ多くの立場の人が共有することができる 

・仕組みの検討の進展や状況の変化に応じて、随時更新することができる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ イントラネットを用いた情報共有：道路局の知恵袋（整備局・国総研 Ver.） 

 

 
道路行政マネジメント

ガイダンス 
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課題の多い箇所の抽出方式の導入

優先度明示方式により対策箇所を 

抽出： 

（１）交通安全、（２）渋滞 

 

道路行政運営への競争原理の導入 

ベンチマーキング方式により改善方法を

抽出：（３）路上工事、（４）管理、 

（５）コミュニケーション 

 

優先順位を決定 
するプロセス

改善方法を検討 
するプロセス

 

これまで関心が高く、前章で述べた仕組みを利用して検討が進んでいる次の５テー

マについて、課題の多い箇所の抽出を行うためのデータ、整理方法等についてその詳

細を提示する。 

（１）交通安全、（２）渋滞 

（３）路上工事、（４）管理、（５）コミュニケーション 

 これらの方法ですべての課題を捉えることはできないが、基本的な手法として広く

活用していくこととする。以下に、各テーマにおける検討の流れ（フロー）を示す。 

  
 
 
 
 
 

【Ｓｔｅｐ０】            【Ｓｔｅｐ０】 

 
 
 

【Ｓｔｅｐ１】            【Ｓｔｅｐ１】 

 
 
 

【Ｓｔｅｐ２】            【Ｓｔｅｐ２】 

 
 
 

【Ｓｔｅｐ３】            【Ｓｔｅｐ３】 

 
 
 

 

図５ 検討の流れ（フロー） 

３．政策テーマごとの取組みのヒント 

標準的なプロセスを用い、課題の

多い箇所を抽出 

具体的な対策の立案・実施 

アウトカム指標の設定 

地域の実情に応じた対策箇所の 

抽出 

標準的なプロセスを用い、各事務所

のポジションを確認 

具体的な対策・改善の立案・実施 

アウトカム指標の設定 

地域の実情と他の事例を学習し、

改善方法を抽出 

：本ガイダンスの適用範囲 
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優先順位を決定するプロセス

 

［１］優先度明示方式（事故率曲線）を用いて優先的に対策すべき箇所

を明示する方式 
１）検討の流れ（フロー） 

 
【Ｓｔｅｐ０】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ１】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ２】 

 
 
 
 

【Ｓｔｅｐ３】 

 
 
２）解説 

【Ｓｔｅｐ０】死傷事故の減少を目的とするアウトカム指標の設定 

 我が国では年間９０万件以上の交通事故が発生し、７千人以上もの尊い命が奪われ

ている現状にあり、自動車走行台キロ当たりの死傷事故件数である死傷事故率は、他

の先進国と比較してもかなり高い値を示している。 
 このため、交通事故の発生状況を定量的に示す「死傷事故率」を、アウトカム指標

として設定している。 
※死傷事故率（件／億台キロ）＝死傷事故件数（件）／自動車走行台キロ（億台キロ） 

（１）交通安全 

死傷事故の減少を目標とする 
アウトカム指標の設定 

事故率曲線より課題の多い箇所を抽出 
（標準的なプロセス） 

地域の実情に応じた交通安全対策箇所 
の抽出（現場における検討）

具体的な事故対策の立案・実施 

ミッション、

指標の設定 

 

本
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
適
用
範
囲 

死傷事故率比 

例えば、冬期

の死傷事故率

や交通安全施

策による検討

など 
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【Ｓｔｅｐ１】事故率曲線より課題の多い箇所を抽出 

1.基本的な考え方 

 幹線道路においては、全体の１割に満たない区間で全事故の半数以上が発生（単路

部）しており、事故の集中する区間において対策を行うことが効果的と考えられる。 

 このため、対策実施区間の選定に当り、死傷事故率比の高い区間を順に並べた曲線

（事故率曲線）を、その基本データとして活用する手法を取り入れる。 

 

2.事故率曲線の書き方と判断の仕方 

事故率曲線を作成し、死傷事故率比の高い区間から優先的に事業区間を選定する。 

＜事故率曲線作成の基本的考え方＞ 

①区間の分割 

      区間の分割については、（財）交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）

において、以下の考え方により分割した区間を基本とする。 

・交差点と単路部に分類（事故の発生形態が異なる） 

・単路部について、道路種別、交通量、沿道条件毎に、「事故が一様に発生

すると仮定すると１年に１件事故が発生する区間」に分割 

（区間延長は 0.2～1.0km が原則であるが、交差点間においては 200m 以下

の区間もありうる） 

※交通事故の発生には交差点の有無が大きく影響すると考えられるが、単純に一定の延長で

区間を分割した場合、各区間に交差点が不規則に含まれてしまう。それにより、交差点に

着目した分析や、区間毎に事故形態を分析した適切な対策の検討が難しくなる恐れがあ

る。そのため、区間の分割を交差点に着目した上記考え方に基づき行うことにより、区間

毎の死傷事故率比を比較することとする。 

 

②死傷事故率比の算出 

・区間毎の死傷事故率を算出する。 
・交差点毎、単路部毎の死傷事故率の平均値を算出し、区間毎の死傷事故率

比を算出する。 

※死傷事故率比＝区間毎の死傷事故率／平均死傷事故率（交差点・単路部） 

③事故率曲線の作成 

・算出した交差点と単路部の死傷事故率比を合わせて、高い順に並びかえ、

事故率曲線を作成する。 
※交差点と単路部では事故の発生形態が異なり、交差点区間と単路部区間を死傷事故率で単

純に比較することはできないため、交差点、単路部別に平均死傷事故率を算出し、死傷事

故率比により、交差点と単路部を統合した事故率曲線を作成する。 

 

 

 

 



 10

死
傷
事
故
率
比

重点対策区間

死傷事故率比＝１

区間

１

２
死傷事故率比＝２

死
傷
事
故
率
比

重点対策区間

死傷事故率比＝１

区間

１

２
死傷事故率比＝２

＜事業実施区間選定の考え方＞ 

①直轄国道を含む県内の幹線道路を対象として、事故率

曲線を作成する。 

②死傷事故率比２を基準値とし、死傷事故率比が基準値

を超える区間を、まず優先的に事業実施を検討する重

点対策区間とする。 

 

3.留意点 

事故データのデータベース化には長期間を要するため、事故率曲線は前々年のデ

ータに基いて作成される。このため、対策を行った効果が次年度の事故率曲線に反

映されない場合があり、対策実施区間の抽出においては、この点に留意する必要が

ある。 

 
【Ｓｔｅｐ２】地域の実情に応じた交通安全対策箇所の抽出 

優先度明示方式はあくまで課題の大小について明示する手法である。そのため、

実際の事業区間の決定に際しては、事故の発生状況（死亡事故、時間帯別、季節別）、

地元の事情、気候などの地域特性、交通安全に関する施策（あんしん歩行エリア等）、

事業実施の難易度等を勘案することが重要である。また、潜在的危険性を評価する

ことも必要な場合がある。特にカーブが多い単路部などでは、事故統計に表れない

物損事故についても考慮が必要な場合がある。 

また、交通量が少ない区間や延長の短い区間で事故が発生した場合、死傷事故率

が高くなるため、死傷事故率のデータのみにより判断すると優先順位を見誤る可能

性がある（例えば、区間延長 1,000m、交通量 100 台/日の区間で事故が１件起こっ

た場合の死傷事故率は約 2,700 件/億台キロであり、過大に評価され得る）。そのた

め、事故件数などの他の基礎データを用いてチェックする必要がある。 

さらに、優先度明示方式を活用して選定した区間で取り組む対策と併せて、それ

以外の区間においても、短期的に実施可能な対策（実施環境が整っており早期に実

施可能で、かつ早期の効果発現が見込まれるもの）等を着実に実施することを忘れ

てはならない。 

ただし、優先度明示方式により抽出された重点対策区間外において、地域の実情

等を勘案して事故対策を実施する際には、その必要性については十分整理して示す

必要がある。 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な事故対策の立案・実施 

優先度明示方式で、優先的に事業を実施すべき区間を抽出したのちに、その区間

で実施する具体的対策を別途検討する必要がある。適切な対策を実施し、事故を削

減して初めて優先度明示方式の効果が発現する。 
具体的な対策については「交通事故対策・評価マニュアル」、「交通事故対策事

例集」等を活用し、科学的な分析に基づいた対策を立案・実施する必要がある。 

図 事故率曲線と実施区間選定のイメージ 
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［２］地域の実情を考慮した例 
①地域や季節の特性に応じた工夫の必要性を示す事例（秋田） 
 

【Ｓｔｅｐ１】事故率曲線より課題の多い箇所を抽出 

◇「年平均死傷事故率が県平均の２倍以上」の箇所を抽出（１６２箇所） 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情に応じた交通安全対策箇所の抽出 

◇「冬期の平均死傷事故率が県平均の２倍以上」の箇所を抽出（５２区間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】：具体的な事故対策の立案・実施 

◇抽出された死傷事故率の高い危険箇所について、事故対策を実施。
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冬
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均
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傷
事
故
率

年
平
均
死
傷
事
故
率

（件/億台キロ）

（件/億台キロ）

年平均２倍以上
･箇所18.7%(162箇所)
･延長 9.5%（17.829km）

年平均２倍以上
・箇所17.6%(153箇所)
･延長 9.7%（18.165km）

年平均2倍以上の内
･箇所66.1%(101箇所)

･延長60.4%

年平均2倍以上の内
･箇所33.9%(52箇所)

･延長39.6%（7,191km）

秋田県年平均死傷事故率43.6
の２倍以上
秋田県年平均死傷事故率43.6
の２倍未満

年平均死傷事故率では把握できな
い冬期事故危険箇所

年間を通しての死傷事故件数（率）に加え、冬期間（例えば、１２～３月）の死傷事故件数（率）を加

味するなど、地域や季節の特性を十分に考えることが必要である。 

「年平均死傷事故率」と「冬期平均死傷事故率」との比較 
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②死者数等も勘案して対策箇所を抽出した事例（北海道） 
 

【Ｓｔｅｐ１】事故率曲線より課題の多い箇所を抽出 

◇ 「死傷事故率比が２以上」の区間を抽出（約３，６５０区間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情に応じた交通安全対策箇所の抽出 

◇ 死傷事故率比が２以下の区間において、「交通事故死者が連続的に発生している箇

所」を抽出（約２８０区間） 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】：具体的な事故対策の立案・実施 

◇ 抽出された死傷事故率の高い危険箇所について、事故対策を実施 

なお、その中でも死傷事故件数の多い区間から優先的に対策を実施 

図 重点対策区間における死傷事故率比と死傷事故件数の関係（幹線道路対象） 
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【対策の凡例】
・対策(1)：H17実施計画の改築事業箇所
・対策(2)：交差点改良等の車両対策
・対策(3)：自歩道整備等の歩行者対策
・対策済：平成10～平成16年度に整備が

完了した箇所

重点対策区間：死傷事故率比2以上

(1)対策
(2)対策
(3)対策
対策済
死傷事故率比２

対策なし
(1)対策
(2)対策
(3)対策
対策済
死傷事故率比２

対策なし
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-2
0
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1
2
3
4
5 ＳＴＥＰ１で示した死傷事故率比が高い区間以

外にも交通事故死者の多い区間が存在。
（人/4年）

死
傷
事
故
率
比

交
通
事
故
死
者
数

重点対策区間 その他

※死傷事故率比はH11-H14の平均値、交通事故死者数はH11-H14の合計値

死傷事故率比2倍

※死傷事故率比が0より大きい区間（死傷
事故件数が1件以上の区間）を表示
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③抽出箇所において科学的分析に基づき事故対策を立案している例（松江） 
 

【Ｓｔｅｐ１】事故率曲線より課題の多い箇所を抽出 

◇「死傷事故率比が２以上」の区間を抽出 

   →松江市袖師交差点を抽出 

 

 

 
 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な事故対策の立案・実施 

◇対策が必要として抽出された松江市袖師交差点において、科学的分析に基づき事故

対策を立案 

 

①事故発生地点の把握 

 

 

 

 

 

 

②事故発生要因の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

③事故対策の立案 

 

 

交差点内で発生する事故は８パターン。
そのうち、パターン⑦、⑧が多い。

パターン①～⑥；ほとんどパターン①～⑥；ほとんど
が車両相互の接触が車両相互の接触

パターン⑦；ほとんどパターン⑦；ほとんど
が追突事故が追突事故

パターン⑧；全て追突事故パターン⑧；全て追突事故

※H8～H13までの事故発生地点（30件）

県立美術館

至
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子

至
　
出
雲

　　　　①　　　　②　　　　③

　　　　④　　　　⑤　　　　⑥　　　　　⑦

⑧
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至 浜乃木

交差点内事故発生パターン
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（件）

H13
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交差点内事故発生パターン別事故件数

対策：信号現示のクリアランス時間を延長

【事故発生要因】

・信号変わり目の無理な進行

・認知エラー

・視認性の低下

【対策方針】

・信号変わり目に余裕をもつ

・注意を喚起

・視認性を向上させる

【対策案】

①信号クリアランス時間延長

②路面表示（止まれ・追突注意）

③注意喚起板の設置

④植樹の施設（撤去）

赤は道路管理者、青は公安委員会の対策

②路面表示（止まれ）
③注意喚起板の設置
④植樹の移設（撤去）

②路面表示（追突注意）
③注意喚起板の設置
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松江市袖師交差点
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死傷事故率比２以上

死傷事故率比２

×

×

・交差点流入部手前がR210mの

カーブで見通しが悪い
・先行車に対する認知エラー

至

米
子

至 県 庁

至 嫁島

・植樹が視界を妨げている
・赤点滅信号が設置されているが、
一旦停止の路面表示が無い

・左折フリーなため、一旦停止し
た先行車に後続車両が追突しや
すい（認知エラー）

植
樹

R=210mR=210mのカーブのカーブ

至

出
雲
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優先順位を決定するプロセス

 

［１］優先度明示方式（渋滞度曲線）を用いて優先的に対策すべき箇所

を明示する方式 
 

１）検討の流れ（フロー） 

 
【Ｓｔｅｐ０】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ１】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ２】 

 
 
 
 

【Ｓｔｅｐ３】 

 
 
 
 
 
２）解説 

【Ｓｔｅｐ０】渋滞の削減を目標とするアウトカム指標の設定 

 渋滞の著しい都市圏において、その実態を数量的に把握し、それをもとに事業を選

別して実施する事が重要である。そこで、渋滞を数量的にわかりやすく表すアウトカ

ム指標として、「道路渋滞による渋滞損失時間」を設定している。 

（２）渋滞 

渋滞の削減を目標とする 
アウトカム指標の設定 

渋滞度曲線より課題の多い箇所を抽出 
（標準的なプロセス） 

地域の実情に応じた渋滞対策箇所の抽出 

具体的な渋滞対策の立案・実施 

ミッション、

指標の設定 

 

ｋｍ当たり、ま

たは台ｋｍ当

たりの渋滞損

失時間 

例えば、利用者

アンケート調

査など 

本
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
適
用
範
囲 
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【Ｓｔｅｐ１】渋滞度曲線より課題の多い箇所を抽出 

1.基本的な考え方 

 渋滞損失を効率的に削減するため、渋滞損失の多い区間を抽出し、集中的な対策・

実施を目指す。併せて対策による改善効果をビジュアルに表現することで、アカウン

タビリティの向上を図る。 
 

2.渋滞度曲線の書き方と判断の仕方 

渋滞度曲線（１ｋｍ当たり（台ｋｍ当たり）の渋滞損失時間をセンサス区間毎に多

い順に並べた曲線）を活用する。 

全国ベースで見た場合、センサス区間の上位約２割に渋滞損失の約８割が発生して

いることから、この領域に集中的な対策が図られるよう、各整備局、事務所において

も、同様の曲線を作成し、事業箇所選定や投資配分に配慮することが必要である。 

 

＜渋滞度曲線作成の基本的考え方＞ 

①区間の分割 

・センサス区間 

②対象区間の抽出 

・分割した区間毎の渋滞損失に着目し、区間をｋｍ当たり（台ｋｍ当たり）

渋滞損失時間に基づき順位付け 
 

＜事業実施箇所選定の考え方＞ 

・直轄道路を対象に、全国ベースでｋｍ当たり（台ｋｍ当たり）渋滞損失時間

の多いセンサス区間の上位２割の区間をまず優先事業区間として検討 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 渋滞度曲線と実施区間選定のイメージ 

 

 

 

 

（
又
は
、
台
ｋ
ｍ
当
た
り
渋
滞
損
失
時
間
） 

1 

あ
た
り
渋
滞
損
失
時
間 

区間数 

km

重点対策区間 

累
積
渋
滞
損
失
比
率 



 16

3.留意点 

センサス区間が長い場合、交差点等、局所的に発生する渋滞を判別することが難し

い。 
 

4.新・モニタリング区間 

 全国的な渋滞状況を把握する目的で渋滞状況を実測する「渋滞モニタリング区間」

を設定しているが、全国傾向をより適切に把握するため、平成１６年度より従来のモ

ニタリング区間を見直し、都道府県道以上をベースに１ｋｍあたり渋滞損失時間の高

い順に並べ、累積渋滞損失時間の上位６割の区間を新・モニタリング区間として設定

している。今後、全国的な渋滞状況を把握する指標としては新・モニタリング区間に

おける渋滞損失時間を計上することとしており、各整備局、事務所では当面、直轄国

道を対象に渋滞度曲線を設定しているが、将来的には都道府県以上で設定するよう配

慮すべきである。 
 

 
【Ｓｔｅｐ２】地域の実情に応じた渋滞対策箇所の抽出 

渋滞度曲線は、渋滞損失の高いところに「意識を向けて」事業箇所を選定・投資す

るのに有効であるが、万能ではない。渋滞損失の削減は、道路ユーザー１人１人の実

感にあった、あるいは地域性やサービス向上といった視点からも事業箇所を選定・投

資することが必要である。例えば渋滞損失の値が上位区間に含まれていなくても、ピ

ーク時間に大きな渋滞が発生している区間などは、日々利用している道路ユーザーに

とって渋滞がよく発生する箇所として認識される傾向がある。そこで、道路ユーザー

を顧客として捉え、常に顧客のニーズに対応することを意識し、数値だけでは見えな

い箇所を的確に選定する工夫が必要である。 
 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な渋滞対策の立案・実施 

 抽出区間における地域の状況等を総合的に検討し、当該区間で実施する具体的な渋滞

対策を立案・実施する。また、マネジメントの効果や工夫については、積極的に伝えて

いくことが重要であり、広報やコミュニケーションについての戦略的な取り組みが必要

である。 
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［２］地域の実情を考慮した例 

①渋滞対策箇所の抽出例（徳島） 
 

【Ｓｔｅｐ１】渋滞度曲線より課題の多い箇所を抽出 

◇「渋滞損失時間の上位２割」の区間を抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情に応じた渋滞対策箇所の抽出 

◇「１台あたりの渋滞損失時間の上位○割」の区間を抽出 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な渋滞対策の立案・実施 

◇抽出された区間について、具体的な渋滞対策を立案・実施。 

図 1 台あたり渋滞損失時間（分／台・km：H15） 
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新たに抽出される

渋滞対策区間 

図 1km あたり渋滞損失時間（千人・時間／年・km：H15） 

上位２割
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②渋滞対策箇所の抽出例（北陸地方整備局） 
 

【Ｓｔｅｐ１】渋滞度曲線より課題の多い箇所を抽出 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情に応じた渋滞対策箇所の抽出 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な渋滞対策の立案・実施 

◇抽出された区間について、具体的な渋滞対策を立案・実施。 

◇地方整備局管内において「全国ベースで１km 当たりの渋滞損失時間の上位２割」に

含まれる区間を抽出 

◇「走行台 km 当たりの渋滞損失時間」の上位から並べ替え 

■（例）地方部など交通量の少ない区間では、自動車一台当たりの遅れ時間を表すことにより、ユ

ーザーの実感に近い評価をするため、"走行台キロあたりの渋滞損失時間"を用いて再検討す

る必要もある。 

渋滞対策実施状況（北陸直轄国道） 

8 割区間外。た

だし改善ニーズ

が高い箇所！ 

走行台ｋｍ当た

りで整理すると

8 割区間内に！ 

渋滞対策実施状況（北陸直轄国道） 
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▼大釈迦交差点の渋滞長および通過時間の変化

③渋滞アンケートで不満が最も大きい箇所の対策を実施（東北地方整備局） 

 
【Ｓｔｅｐ１】渋滞度曲線より課題の多い箇所を抽出 

◇「大釈迦交差点」の渋滞損失時間ランキングは県内１７位。 

 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実状に応じた渋滞対策箇所の抽出 

◇住民アンケートの実施により県民が不快に感じていた渋滞箇所を抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な渋滞対策の立案・実施 

◇ 浪岡バイパスの整備により、 

渋滞ポイント大釈迦交差点の渋滞が解消。 

 

順位 渋滞ポイント名 所在地 路線① 路線②
渋滞長

(ｍ)

通過時
間
(分)

ＤＩＤ内 指摘数

1 大釈迦交差点 波岡町 国道7号 国道101号 4000 16 129

2 舟場交差点 藤崎町 国道7号 国道399号 700 5 58

3 高崎交差点 弘前市 国道7号 (主)弘前岳鰺ヶ沢線 980 7 ○ 55

4 駒込交差点 青森市 国道7号青森環状線 市道 850 9 55

5 内舟渡交差点 八戸市 国道104号 国道454号 800 7 ○ 45

▼県民アンケートによる渋滞ポイントランキング(上位5位) 

0

100

200

300

400

渋
滞
損
失
時
間

（
千
人
時
間
/
年
k
m

）

大釈迦交差点

舟場交差点

駒入交差点 

高崎交差点

内舟渡交差点 

渋滞アンケ－ト指摘の上

位５区間は、青森県内直

轄国道７６区間の渋滞損

失時間ランキングの上位

２０位までに入るが、大釈

迦交差点が最も低い 

▼青森県の渋滞損失時間ランキングにおけるアンケ－ト指摘上位5位交差点の位置 

・ 青森県で実施した渋滞アンケ－トでは、大釈迦交差点の渋滞に対する不満が第１位（第２位の舟場

交差点の２倍以上の指摘） 
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改善方法を検討するプロセス

 

［１］ベンチマーク方式を用いて路上工事時間の縮減を検討する方式 
 
１）検討の流れ（フロー） 

 
【Ｓｔｅｐ０】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ１】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ２】 

 
 
 
 

【Ｓｔｅｐ３】 

 
 
 
 
 
 
２）解説 

【Ｓｔｅｐ０】路上工事時間の縮減を目標とするアウトカム指標の設定 

 都市内の交通円滑化を図るため、工事渋滞の原因である路上工事の縮減が必要とな

る。そこで、アウトカム指標として「路上工事時間」（道路 1km あたりの年間路上工

事時間）を設定している。 

 
 

（３）路上工事 

路上工事時間の縮減を目標とする 
アウトカム指標の設定 

路上工事時間を比較し、各事務所のポジション

を確認（標準的なプロセス）

地域の実情と他事務所の例を学習し、 
改善点を抽出

具体的な路上工事縮減対策の立案・実施 

ミッション、

指標の設定 

 

路上工事時間 

例えば、苦情件

数（不人気投票

結果等）、観光

交通の考慮な

ど 

本
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
適
用
範
囲 
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【Ｓｔｅｐ１】路上工事時間を比較し、各事務所のポジションを確認 

1.基本的な考え方 

 直轄国道（三大都市圏については、都府県市管理道路を含む）において毎月の路上

工事時間を直ちに集計・公表することにより、道路管理者及び占用企業者に“縮減イ

ンセンティブ”を働かせ、利用者の視点に立った路上工事の縮減を図る。また、この

データを事務所における路上工事縮減に係るマネジメントに活用させる。 
 

2.整理の方法 

①毎月の路上工事に伴う交通規制日数を集計する。 

②但し、軽微な工事で車道部に作業帯、または歩行者通路を設置しない工事は対象と

しない。 

・ 公益事業者の供給工事（法３２条関係）の民地との引き込み工事 

・ 法２４条、法４４条関係工事の民地境界部への擦り付け 等 

⇒詳細については「毎月の路上工事に伴う交通規制日数の集計・報告要領」等で対応 

③路上工事情報のリアルタイム化により、工事時間集計を自動化する。 

④路上工事情報と併せ、毎月の路上工事時間の動向（要因分析、評価等を含む）及び

今後の取り組み等を本省道路局、各整備局等のＨＰ等で公表することにより、利用

者のさらなる理解向上を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 整備局の報告と本省のフィードバック 
3.留意点 

①毎月の路上工事時間の集計結果を直ちにフィードバックすることにより、整備局及

び事務所の担当課、事務所長等が路上工事のマネジメントに活用。 

 

公表

 路上工事時間（時間／km／年）

整備局名 Ｈ１４
Ｈ１５目標

（H14＊0.96）
Ｈ１５

縮減率
（H15/H14)

北海道 116 111 104 0.90

東北 166 159 140 0.84

関東 431 414 433 1.00

北陸 191 183 178 0.93

中部 188 180 180 0.96

近畿 241 231 228 0.95

中国 215 206 207 0.96

四国 185 178 151 0.82

九州 199 191 173 0.87

沖縄 381 366 333 0.87

全国（直轄） 201 193 186 0.93

フィード 
バック 

地方整備局等 
• 路上工事に伴う交通規制日数を調査 
• 事業マネジメントに反映 
¾ 道路管理者 
¾ 占用企業者 

本省 
• １ｋｍ当たりの路上工事時間（時間/km）

に換算・集計（道路工事・占用工事） 
• 成果志向予算配分を検討 

報告 毎月 
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【Ｓｔｅｐ２】地域の実情と他事務所の例を学習し、改善点を抽出 

 地域住民からの苦情件数（不人気投票結果等）などを用いて地域の状況を分析すると

共に、年間の交通量に応じて工事日を指定する事例（カレンダー方式）など、他事務所

の例を学習し、改善点を抽出する。 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な路上工事縮減対策の立案・実施 

 地域の状況や他事務所の事例の学習から、路上工事の具体的な縮減対策を立案・実施

する。 
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［２］地域の実情を考慮した例 

①地域の実情に応じた路上工事時間の縮減（秋田） 
 

【Ｓｔｅｐ１】路上工事時間を比較し、各事務

所のポジションを確認 

◇路上工事時間の公表により、各事務所の位置

（ポジション）を把握する。 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情と他事務所の例を学習し、改善点を抽出 

◇カレンダー方式による状況把握(工事時間･時間帯の調整を必要とする工事を2003年を例に抽出) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【Ｓｔｅｐ３】具体的な路上工事縮減対策の立案・実施 

◇工事時間・時間帯の調整を必要とする日を道路利用者

に宣言 －2004年－ 

■道路利用者に配慮した路上工事抑制カレンダーの作成 

・カレンダーを用いて分かりやすさを重視 

・データに基づき、路上工事時間を有効に縮減 

 

 

昨年度実績を考慮

した「道路工事の

抑制」（観光・行楽

交通が多い期間） 

冬期の工事抑制 

1ｋｍ当りの路上工事時間（東北地整管内）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

東
北
計

青
森
河
川
国
道

岩
手
河
川
国
道

三
陸
国
道

仙
台
河
川
国
道

秋
田
河
川
国
道

湯
沢
河
川
国
道

能
代
河
川
国
道

山
形
河
川
国
道

酒
田
河
川
国
道

福
島
河
川
国
道

郡
山
国
道

磐
城
国
道

km
当

り
の

路
上

工
事

時
間

（
h/

km
）

H15（4～7月）

H16（4～7月）

■12 時間交通量の高い順に並べ替え、工事時間・時間

帯の調整を必要とする路上工事があることを、2003 年

度データに基づき明示 

■交通量が一定以上の月日をカレンダーに明示

（観光・行楽交通が多い期間など、路上工事を縮

減すべき期間を明確化） 

12時間交通量

路上工事件数

昼夜12時間交通量を 多い 順に並べ、祭りや紅葉・花見との関係を整理

祭り、紅葉・花見等

その他の日

凡　　例

祭り、紅葉・花見等

その他の日

凡　　例

観光交通による
交通量の増大

上位５０位上位５０位

工事実施適正期間 冬期降雪期間

工事時期等、調整を要する工事

台 ／12 h

月日

交通量上位50位 上位51位～80位交通量上位50位 上位51位～80位交通量上位50位 上位51位～80位
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②五十日
ご と び

における路上工事中止の取り組み（大阪） 

 
【Ｓｔｅｐ１】路上工事時間を比較し、各事務所のポジションを確認 

◇ 大阪市内路上工事縮減対策協議会での種々な対策により、平成４年から１０年間で

工事件数は5,091件から2,765件へ46％減少しているが、大阪市民に対するアンケー

ト調査によれば、まだ72％の人が路上工事の実施について不満を感じている。 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情を学習し、改善点を抽出 

◇工事の影響が大きいと見られる状況を整理（渋滞が多い五十日に注目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的な路上工事縮減対策の立案・実施 

◇ 五十日（ごとび）の車線規制を伴う工事を原則中止することにより、渋滞を緩和し、

通行車両への影響の軽減を図る。 

 

 

 

・ 関西特有の「五十払い」という商い上の習慣があり、5・10 の付く日は渋滞も多く、路上工事

の与える影響も大きいと考えられる。 

H14実績 H15目標 H15実績
H15縮減率
（H15/H14)

H19目標

201 193 186 0.93

東京23区
（国道＋都道） 961 923 916 0.95

名古屋
（国道＋県道＋主要市道） 752 722 697 0.93

大阪
（国道＋県道＋主要市道） 717 688 527 0.74

三
大
都
市

2割縮減

全国（直轄国道）

その他

激しい

69.2%普段と

変わらない

15.1%

少ない

わからない

その他
関心がない

理解していない

11.8%
理解している

87.1%

交通量の増加

45.9%

理解していない

3.5%

その他
無記入

路上駐車

27.1%

路上工事

6.2%

五十日の渋滞原因として、『交通量増加』

と『路上駐車』が明らかに！！“五十日の渋滞”を約７割が“激しい“五十日”を約９割が理解！ 

・ 関西人なら誰でも知っている五十日の習慣にあわせて、路上工事の規制（中止）を実施すること

で、路上工事縮減の努力を広く市民にアピールする。 

・ 定量的な効果（渋滞緩和）評価と市民に対するアンケートを組み合わせて実施することで相乗効

果を狙う。 

（H16 アンケート結果より） 
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改善方法を検討するプロセス

 
［１］ベンチマーク方式を用いて道路の維持管理状況の向上を検討する方式 
 
１）検討の流れ（フロー） 

 
【Ｓｔｅｐ０】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ１】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ２】 

 
 
 
 

【Ｓｔｅｐ３】 

 
 
 
 
 
２）解説 

【Ｓｔｅｐ０】道路の維持管理状況の向上を目標とするアウトカム指標の設定 

 良好なサービス水準を保ちつつ、効率的な維持管理を実施する施策において、特に

橋梁の寿命に影響する三大損傷（アルカリ骨材反応、疲労、塩害）に対する橋梁保全

の水準をチェックするアウトカム指標として、「予防保全率」を設定する。 
 また、各事務所における道路面積当りの工種別コスト（以下「工種別コスト」とい

う。）を指標とする。 

（４）管理 

道路の維持管理状況の向上を目標とする 
アウトカム指標の設定 

予防保全率、工種別コストを比較し、各事務所の

ポジションを確認（標準的なプロセス）

道路維持管理方針を策定し重点化 
優先的な橋梁補修実施箇所を抽出

道路維持管理方針に基づく事業の実施 
ＣＳ調査等による維持管理方針の評価・見直し 

ミッション、

指標の設定 

 

予防保全率、工

種別コスト 

地域・路線の特性

を踏まえ、道路維

持管理方針等を

策定し、重点化 

本
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
適
用
範
囲 
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【Ｓｔｅｐ１】予防保全率、工種別コストを比較し、各事務所のポジションを確認 

1.基本的な考え方 

 更新時代に向けて維持修繕費の増大が想定される。維持修繕費の効果的・効率的な

執行のため、予防保全を含めて道路構造物の保全を戦略的に進めることが重要である。 

また、日常管理（清掃、剪定、除草など）については、地域特性、路線特性等を考

慮し、住民や利用者のニーズに沿った重点化が必要である。 
 

2.整理の方法 

① 中長期的な構造物保全に係る目標を設定し、点検・調査結果を基に毎年度実績を

確認。特に、橋梁の寿命に影響する三大損傷については、その保全状況を「予防

保全率」として整理する。 

※予防保全率 

＝「対策済み又は健全」橋梁数／三大損傷による大規模修繕が懸念される橋梁数 

② 日常管理については、各事務所の工種別コストから各事務所の特性を分析する。 

 
【Ｓｔｅｐ２】道路維持管理方針の立案 

① 事務所・地域の実情に応じた道路維持管理方針を策定する。 

② 橋梁補修については、将来の劣化予測に基づく優先事業選定結果及び点検結果に

基づく現状を勘案して実施箇所を抽出する。 

③ 日常管理については、各事務所のコスト分析結果を踏まえ、地域・路線の特性に

応じて、重点化する。 

 

【Ｓｔｅｐ３】維持管理の実施・見直し 

① 道路維持管理方針に基づき道路維持管理を行った結果について、道路利用者や地

域住民を対象に満足度調査を実施するなど、費用対効果の観点から各事務所ごと

にパフォーマンスを評価し、創意工夫を行うことが重要である。 
② 他事務所におけるベストプラクティスを参考にするとともに、地域の状況や住民

の意向などを学習し、適宜、道路維持管理方針を見直す。 
③ 満足度調査の実施に際しては、調査対象、設問を良く検討し、地域ごとの管理方

針の策定に還元できるよう工夫が必要である。 
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○○地方整備局　予防保全率（３大損傷合計）
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［２］地域の実情を考慮した例 
①利用者ニーズにあわせた管理方針の設定 
 

【Ｓｔｅｐ１】予防保全率、工種別コストを比較し、各事務所のポジションを確認 

◇予防保全率・工種別コストの公表により、各事務所の位置（ポジション）を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｓｔｅｐ２】道路維持管理方針の立案 

道路維持管理方針を策定し、橋梁補修対象箇所を抽出するとともに、日常管理につ

いては、各事務所のコスト分析結果を踏まえ、地域・路線の特性に応じて、重点化 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】維持管理の実施・見直し 

道路管理方針に基づき維持管理を実施するとともに、地域の状況や住民の意向など

を学習し、必要に応じて道路管理方針の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地 域 （ 区 間 ）  

特性の把握 

自動車
(大型車混入率）

歩行者・自転車 通学路 植栽帯

一般国道
７号

新発田市
～
荒川町

一般道
市街地
～平地

商業・住居
一部田畑あり

中(高)

【MAX】26,700台/日
　　　　　　(18.7%)
【MIN】17,600台/日
　　　　　　(10.3%)

全般的に少ないが、住居
区間は多い。

【MAX】
歩行者：322人/12h
自転車： 79台/12h
【MIN】
歩行者：  4人/12h
自転車：  6台/12h

一部

・一部植栽帯（高木・草花）
・中条黒川BP
    植栽帯（高木・草花）
    中央分離帯（草花）

道路
区分

管理区間
地域等 沿道状況

交通量

87

61

51

41

21

20

19

9
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路面補修

道路パトロール

交通安全施設補修

除草

構造物補修

清掃・散水

植樹・剪定等

わからない

無回答、無効 （件）

「特に重視して行うべき」作業はどれだとお考えですか。②利用者ニーズの把握 
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改善方法を検討するプロセス

［１］ベンチマーク方式を用いてアカウンタビリティの向上を検討する方式 
 
１）検討の流れ（フロー） 

 
【Ｓｔｅｐ０】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ１】 

 
 
 
 
【Ｓｔｅｐ２】 

 
 
 
 

【Ｓｔｅｐ３】 

 
 
 

２）解説 

【Ｓｔｅｐ０】アカウンタビリティの向上を目標とするアウトカム指標の設定 

 道路行政の透明性向上や道路行政運営の説明責任を果たし、より効果的、効率的な

道路行政を推進するため、インターネット等を通じた情報提供を推進し、国民とのコ

ミュニケーションを深めることが必要である。 
 そこで、国民のニーズに即した情報提供の度合いを測定するため、「ホームページ

のアクセス数」をアウトカム指標と設定している。 

 

（５）コミュニケーション 

アカウンタビリティの向上を目標とする 
アウトカム指標の設定 

ホームページへのアクセス数を比較し、各事務所の

ポジションを確認（標準的なプロセス）

地域の実情と他事務所の例を学習し、 
改善点を抽出

具体的なアカウンタビリティの改善・実施 

ミッション、

指標の設定 

 

ホームページ

のアクセス数 

例えば、ユーザ

ーの求めるコ

ンテンツの提

供、携帯サイト

の開設など 

本
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
適
用
範
囲 
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【Ｓｔｅｐ１】ホームページへのアクセス数を比較し、各事務所のポジションを確認 

1.基本的な考え方 

 各事務所のホームページへのアクセス数を毎月集計し、公表していくことにより、

更新回数等の改善の工夫につなげ、アカウンタビリティを向上させる。 
 

2.整理の方法 

本省において、毎月（携帯含みは四半期おきに）各事務所のホームページアクセス数

を集計し、前月比との関係等をグラフ化・公表すると共に、各整備局にフィードバック

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方整備局 
・携帯含みのアクセス数を四半期おきに集計・報告 

報告 フィードバック 

公表 

図 定期的な報告とフィードバックの方法 

本省 
・ 毎月ホームページアクセス数のとりまとめ 

（携帯含みは四半期おき） 

図 ホームページアクセス数のベンチマーキング例 

＜凡例＞ 
：アクセス数全国平均以下、伸び率 1.0 以下 
：アクセス数全国平均以下、伸び率全国平均以下 
：上記以外 
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3.留意点 

①現在は、各局、事務所のトップページをアクセス数としてカウントしており、個別

のコンテンツについては加算していないため、あくまでも目安として捉えるべきで

あり、こだわる必要はない。 

②フィードバックについては、毎月行う。（ただし、携帯サイト含みについては四半

期毎。） 

 
 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情と他事務所の例を学習し、改善点を抽出 

 国民が道路行政に対してどのような情報を求めているのか、地域の実情（例えば、冬

の道路情報など）を考慮したり、他の事務所でホームページアクセス数が向上した事例

などを学習し、改善点を抽出する。 

 

【チェックポイント(改善例)】 

・ 季節にあわせた広報、ユーザーのお役立ち情報の掲載 

・ ホームページの更新頻度 

・ 検索エンジンサイトへの登録 

・ 記者発表資料やイベント情報の掲載 

・ 各事務所、各課の紹介             など 

 

また、ホームページの更新時や特異日（例えば、大雪時などアクセスが多くなりそう

な日）などには、アクセス数の変化をチェックする事も必要である。 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】具体的なアカウンタビリティの改善・実施（ホームページの改善） 

 他事務所での例を学習し、アカウンタビリティの向上を図るためにホームページの改

善や広報活動の強化などを行う。 
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［２］地域の実情を考慮した例 
①ホームページの改善を行いアクセス数が増加した事例（郡山） 
 

【Ｓｔｅｐ１】ホームページへのアクセス数を比較し、各事務所のポジションを確認 

本省で集計されたホームページへのアクセス数のデータをもとに、事務所の位置を

把握する。 

 

【Ｓｔｅｐ２】地域の実情と他事務所の例を学習し、改善点を抽出 

アクセス数の多い事務所は、冬季の路面や災害時通行止めなどの道路規制情報、バ

スの運行情報など、ユーザーのニーズに合致した情報を発信したり、携帯電話向けの

サイトも開設するなどの工夫が見られた。 

そこで、郡山国道事務所では、緊急・災害情報等を充実させた他、国道に設置した

カメラからのライブ映像を掲載するなどの工夫を行った。また、災害情報などを携帯

電話に配信する「メール通知サービス」の登録受付を開始した。 

 

 

【Ｓｔｅｐ３】ホームページの改善（例） 

郡山国道事務所ホームページへのアクセス数は、第１四半期は約 200 アクセス/日で

あったが、１月にはＨＰ9,400 アクセス/日、携帯サイト 4,300 アクセス/日と約 70 倍

のアクセス数を記録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 郡山国道ホームページ 図 郡山国道 携帯電話サイト 

図 ホームページの改善とアクセス数推移 
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（１）ガイダンスの活用 

本ガイダンスで取り上げたことは、以下のように活用されていくものである。 

 

①行政マネジメントへの活用 

z 課題の高い箇所の抽出、対策検討を行う際の基本的な手法として広く活用して

いく。 

z 実施計画ヒアリング（マネジメント編）等は、本ガイダンスで取り上げた仕組

みに基づいて行われる。 

z 路上工事時間等のベンチマーキングされた結果は幹部会に報告され、政策レベ

ルのマネジメント・サイクルに組み込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図６ 道路行政マネジメントの取組み 年間スケジュール（案） 

 

４．ガイダンスの活用と今後の課題 

Ｈ１７年度 実施計画ヒアリング

Ｈ１８年度 概算要求ヒアリング

Ｈ１８年度 実施計画ヒアリング

ガイダンス更新ガイダンス更新

ガイダンス更新
好事例の追加

ガイダンス更新
好事例の追加

１月

達成度報告書・業績計画書（全国版）達成度報告書・業績計画書（全国版）

Ｈ１８予算概算要求提出

Ｈ１８予算決定

５～６月

６月

８月

秋

１～２月

春

３月

Ｈ１８政府予算案決定１２月末

地整ヒア

地整ヒア
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②好事例の取り込み 

各分野において参考となる取り組みを実践している事例をとりまとめ、好事例と

して共有する。当該現場について、奨励賞や、技術研究発表会を通して、その取り

組みを表彰することを検討する。 

 

③コミュニケーションツールとしての活用 

各事務所の事業概要資料等に、本ガイダンスの事業箇所の抽出プロセスを提示す

ることにより、各実施事業の位置づけをより明確に示すことが出来る。これにより、

行政間の調整のみならず、対住民への説明責任を向上させるツールとして活用でき

るものと考えられる。 

 

なお、本ガイダンスは、表紙に「平成１７年３月版」と表記しているように、それぞ

れの仕組みの検討の進展や状況の変化に応じて、随時更新されていくものである。 

 

〔参考：過去の経緯〕 

平成１６年１１月１２日  ：平成１６年１０月版 道路行政マネジメントガイダンス策定 

平成１７年 １月１１日  ：平成１７年 １月版 道路行政マネジメントガイダンス更新 

      １ ～２月  ：平成１７年度 実施計画ヒアリング（マネジメント編）
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（２）今後の課題 

 今後の検討すべき課題としては、以下のようなものがある。 
 
①達成度合いをチェックする仕組み 

道路行政マネジメントを実践に移すにあたり、現場レベルでは多分野での取り組

みが必要となるが、全ての分野で同時に改善を図るのは困難である。また、地域の

特性に応じて、現場に求められる対策分野も多様である。 

そこで、交通安全、渋滞対策などの各分野で、自らのおかれている状況をチェッ

クする仕組みを導入する。自らチェックすることで、各分野の「気付き」のきっか

けとなる。 

 

②工夫された事例を、標準的なプロセスに 

事務所などにおける工夫事例を、局はそれをルール化、予算とリンク、社会実験

とするなどの取組みを進め、どれを全国的に広げていくのか、ガイダンスに入れて

いくのか、の視点が必要。工夫のある取組みを抽出し、標準的なプロセスとしてガ

イダンスへ反映させ、現場へ「広げて」、浸透させていくことで、組織全体で成果

を意識した取組みにつながる。 
 
具体の内容については、今後検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７  “仕組み” から“使う・実践する” という次のステップへ 

本 省

局 ・・・

・・・事務所 ・・・ ・・・

事例共有 事例共有

道路行政マネジメントガイダンス道路行政マネジメントガイダンス

好事例

好事例
好事例
（しくみ）

標準
プロセス

浸透好事例

ヒアリング

客観的なデータ、地域特性、利用者ニーズを考慮した施策・事業の計画、実施、評価

情報提供

・記者発表
・マスコミ
・HP
・達成度

報告書・
業績
計画書
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担当一覧（平成 17 年 3 月現在） 

 
道路行政マネジメントガイダンス全般 

    企画課道路事業分析評価室  大 庭  企 画 専 門 官 

    国総研道路研究部道路研究室 塚 田  道路 研究室長 

 

（１）交通安全  地方道・環境課   三浦道路交通安全企画官 

（２）渋滞   企画課 道路経済調査室  池 田  企 画 専 門 官 

（３）路上工事  国道・防災課   岩 崎  企 画 専 門 官 

（４）管理   国道・防災課   中谷 道路保全企画官 

（５）コミュニケーション 企画課道路事業分析評価室 大 庭  企 画 専 門 官 


